
明
治
初
期
佐
賀
地
域
の
石
代
納
状
況

i
i明
治
郎
、
五
年
に
つ
い
て
1

1

て
は
じ
め
に

一
一
、
明
治
四
年
の
古
代
納
状
況

一
ニ
、
明
治
五
年
の
右
代
納
状
況

四
、
石
代
納
と
安
古
代
納
廃
止
問
題

五
、
む
す
び
に
か
え
て

で
は
じ
め
に

長

野

選

幕
議
制
富
家
の
賞
租
制
は
米
納
年
買
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
維
新
変
革
に
よ
っ
て
貢
担
制
度
も
変
更
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
本

稿
で
は
米
納
年
貢
制
か
ら
地
租
改
正
に
よ
る
金
納
制
へ
の
過
程
で
、
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
石
代
納
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

幕
藩
期
に
お
い
て
も
、
石
代
腕
制
は
幕
領
な
ど
で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
奥
山
川
地
域
の
半
石
半
永
納
制
、
上
方
の
十
分
一
太
一
豆
銀
納

制
、
三
分
一
銀
納
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
在
高
棋
が
幕
議
制
閤
家
で
は
前
提
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
地
域
的
に
限
ら
れ
て
い
た
。

維
新
変
革
以
後
、
中
央
集
権
体
制
の
形
成
を
目
指
し
た
政
府
は
、
葉
植
制
は
「
旧
慣
ニ
仰
ル

こ
と
を
政
策
基
調
と
し
て
通
達
し
た
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が
、
貴
租
制
の
統
一
化
を
計
っ
た
。

廃
藩
置
県
前
に
は
、
臨
轄
県
に
つ
い
て
、
県
役
人
が
勝
手
に
貫
租
制
に
手
を
加
え
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

十
四
日
に
は
焔
方
に
つ
い
て
石
代
納
を
認
め
た
が
、
田
方
は
米
納
制
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
米
納
年
賞
制
を
基
調
と
し
た
こ
と
に
よ
る
が
、

一
八
七
一
年
一
月
十
三
日
に
は
、
租
税
の
出
納
勘
定
を
定
め
、
置
米
金
を
設
け
る
こ
と
を
指
示
し
た
。

鹿
藩
置
県
に
よ
り
、
政
府
が
行
政
権
を
掌
握
し
た
こ
と
か
ら
、
旧
藩
期
の
貫
一
租
税
の
統
一
化
を
目
指
し
た
が
、
一
ね
高
制
を
基
調
と
し

た
こ
と
か
ら
、
米
納
貫
租
制
は
続
け
ら
れ
、
出
藩
期
の
震
租
制
が
維
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
賞
租
米
の
販
売
に
つ
い
て
手
直
し
を
し
、

一
八
七
二
年
八
月
十
二
日
に
田
方
に
つ
い
て
も
古
代
納
を
認
め
〈
加
。
こ
れ
以
降
石
代
納
制
が
施
行
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
貫
租
制
の
統
一
化

と
い
う
こ
と
か
ら
、
石
代
納
化
を
進
め
る
こ
と
が
基
調
と
な
っ
た
。
一
八
七
ニ
年
二
月
十
一
一
一
日
に
藩
札
で
租
税
上
納
を
認
め
て
い
た
こ

と
も
あ
っ
て
、
石
代
納
は
藩
札
田
駅
に
も
役
立
っ
た
こ
と
か
ら
、
貨
幣
制
度
の
統
一
化
の
推
進
と
も
な
っ
た
。

石
代
納
は
よ
米
の
平
均
儲
段
を
も
っ
て
金
納
す
る
た
め
、
米
穀
市
場
の
存
在
が
前
提
と
な
る
が
、
農
民
が
米
穀
販
売
に
よ
っ
て
貨
幣

を
得
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
石
代
納
を
請
負
っ
た
の
が
商
人
層
で
あ
っ
た
。

石
代
納
は
寅
租
金
納
化
と
い
う
商
で
は
、
地
租
金
納
化
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
地
域
に
お
け
る
米
穀
市
場
の
広

範
な
存
在
が
石
代
納
を
も
た
ら
し
た
と
み
る
か
、
政
府
の
統
一
的
貢
租
体
制
の
整
備
を
悶
指
す
政
策
に
よ
り
推
進
さ
れ
た
と
す
る
か
の

問
題
で
も
あ
り
、
明
治
初
期
の
経
済
発
展
度
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
久
二
年
に
参
勤
制
が
緩
和
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
を
中
軸

と
し
た
藩
の
慰
政
運
営
は
、
関
元
中
心
に
転
換
し
た
が
、
こ
れ
が
年
貢
販
売
の
米
穀
市
場
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
、
地
域
の
米
穀
市
場

の
形
成
と
な
っ
た
か
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
石
代
納
政
策
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
{
引
。

石
代
納
化
は
地
租
改
正
の
前
提
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
石
代
納
の
進
展
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
地
租
金
納
の
歴
史
的

前
提
の
解
明
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
佐
賀
地
域
に
つ
い
て
、
石
代
納
の
進
展
状
況
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
紙
数

の
関
係
も
あ
り
、
本
稿
で
は
明
治
五
年
ま
で
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
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注
(
1
)

佐
賀
然
内
の
石
代
納
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
祭
幾
業
史
編
纂
委
員
会
「
佐
賀
県
農
業
史
」
(
佐
賀
県
、

(
2
)

「
法
令
全
議
」
明
治
一
一
一
庚
午
年
七
月
二
十
四
日
第
四
百
八
十
郎
(
大
蔵
省
)
。

(
3
)

同
右
、
明
治
四
年
辛
来
年
一
月
十
三
日
、
太
政
官
同
第
十
七
。

(
4
)

悶
右
、
明
治
五
壬
申
八
月
十
二
日
、
太
政
官
第
二
百
二
十
二
号
。

(5)

同
布
、
明
治
五
年
二
月
十
三
日
、
大
蔵
省
二
十
号
。

(
6
)

渋
谷
修
一
「
原
蓄
期
に
お
け
る
微
税
請
負
制
度
の
性
格
」
(
「
幾
業
総
合
研
究
」
一
二
巻
四
号
)
、
丹
羽
邦
男
刊
明
治
維
新
の
土
地
変
革
」
(
制
御
茶

の
水
建
一
説
、
一
九
六
一
一
年
)
二

O
七
二
二
二
賞
、
宮
本
又
次
吋
小
野
紐
の
研
究
」
第
三
巻
(
大
原
新
生
社
、
九
六

O
年)。

一
九
六
七
年
)

ノ、

一
八
頁
参
照
。

二
、
明
治
四
年
の
右
代
納
状
況

明治初期佐賀地域の石代納状況

日
に
伊
万
里
際
は
、
次
の
よ
う
な
伺
い
蓄
を
大
蔵
省
に
提
出
し
た
。

当
秋
賞
米
運
振
之
義
公
癖
費
ヲ
除
之
外
、
在
来
之
蔵
ニ
閤
撞
可
然
哉
、
就
問
者
右
米
金
分
蔵
納
致
賞
候
通
ニ
間
者
致
蔵
支
相
納
廉

(
側
地
)

候
付
急
ニ
御
運
振
御
所
分
御
感
候
哉

一
一
燥
地
俵
入
呂
之
義
、
従
来
壱
俵
ニ
付
国
桝
三
斗
弐
升
壱
合
之
定
ニ
有
之
、
自
余
ニ
不
栢
双
不
都
合
之
義
ニ
付
、
比
節
京
桝
之
割

合
ニ
直
シ
、
俵
ニ
付
三
斗
三
升
ニ
相
改
可
然
哉
奉
伺
候
也

明
治
四
年
九
月
十
一

辛
未
九
月
十
二
日

伊
万
里
県

大
蔵
省
御
中

明
治
四
年
の
賞
米
に
つ
い
て
、
蔵
納
の
場
合
は
収
納
し
き
れ
な
い
こ
と
、
国
桝
を
京
桝
に
切
り
替
え
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
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佐
賀
藩
は
明
治
ニ
年
に
地
方
知
行
制
を
麗
止
し
、
上
級
給
人
層
の
家
臣
も
本
穣
士
並
み
と
す
る
措
撞
を
と
っ
た
こ
と
か
民
、
給
人
躍

が
収
得
し
て
い
た
給
米
も
藩
に
一
元
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
廃
藩
欝
県
以
後
も
年
貢
徴
収
制
で
蔵
入
化
さ
れ
年
寅
米
は
蔵
に
集
納
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
蔵
に
集
綿
し
き
れ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
蔵
納
前
の
措
置
に
つ
い
て
伺
い
出
た
も
の
で

あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
年
寅
米
を
換
金
化
し
て
、
そ
れ
を
上
納
す
る
石
代
納
が
ま
だ
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
た
も
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の
で
あ
っ
た
。

自
の
伊
万
里
県
の
侭
い
に
対
し
て
は
、
十
月
四
日
に

(
閉
山
)

書
面
当
秋
貰
米
運
振
之
儀
旧
費
ニ
よ
り
可
取
計
、
後
入
目
之
儀
ハ
伺
之
通
可
心
得
事

と
、
大
蔵
卿
大
久
保
利
通
名
で
通
知
し
て
き
た
。
維
新
政
府
は
賞
租
体
制
に
つ
い
て
は
、
悶
噴
維
持
政
策
を
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

伊
万
里
県
へ
の
通
達
も
、
そ
れ
を
適
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
石
代
納
な
ど
の
措
置
が
ま
だ
実
施
の
段
轄
に
な
い
状
況
が
続

九
月
十
一

く
こ
と
を
意
味
し
た
。

廃
藩
置
県
時
に
お
い
て
は
、
年
賀
米
の
販
売
体
制
は
、
幕
藩
期
の
様
式
が
継
続
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
年
貢
米
の
大
坂
へ
の
売
却
を

基
本
と
し
て
い
た
。
明
治
四
年
八
月
に
佐
賀
県
は
大
蔵
省
に
対
し
て
、
寅
米
販
売
に
関
わ
る
事
項
の
伺
い
蓄
を
提
出
し
て
い
る
が
、
そ

れ
に
は
大
阪
で
の
売
却
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

元
唐
津
県
辛
来
貢
米
之
内
、
大
坂
江
廼
潜
売
却
代
残
金
等
問
所
租
税
察
江
上
納
棺
整
候
段

と
あ
(
別
、
旧
唐
津
藩
領
域
の
年
貢
米
が
大
坂
で
売
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
出
て
い
る
。
「
大
坂
表
辛
来
週
米
仕
分
艇
に
で
は
、
辛
来
米

ニ
O
詰
が
「
大
波
廻
米
六
千
四
百
接
着
船
石
高
」
と
あ
り
、
大
波
で
の
販
売
に
ふ
れ
て
お
り
、
ま
た
「
廻
米
中
ハ
千
四
百
俵
蔵
入
蔵
出
シ

質
米
波
」
と
し
て
十
二
石
七
斗
…
ニ
升
八
合
一
勺
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

大
坂
で
の
年
貢
米
の
販
米
体
制
制
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
元
小
城
県
の
寅
米
扱
い
に
も
出
て
い
る
。

元
小
城
県
立
十
来
正
聴
之
内
、
米
自
千
百
八
十
八
石
一
一
一
斗
四
升
壱
合
七
杓
売
米
差
出
候
代
金
之
内
、

九

一
千
百
九
十
弐
両
永
六
百
六
十
一



開
八
分
取
締
滞
之
未

と
、
小
城
県
の
正
租
販
売
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

正
租
米
の
扱
い
は
、
大
坂
へ
の
廻
米
が
ま
だ
基
本
的
で
あ
っ
た
が
、
県
内
で
は
石
代
納
が
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
。
明
治
五
年
八
月
五

日
に
佐
賀
県
か
ら
陸
奥
組
税
頭
に
対
し
て
「
石
代
納
ニ
付
御
届
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
伺
い
警
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

元
佐
賀
県
昨
辛
未
十
二
月
石
代
納
蔵
段
之
義
、
最
寄
市
町
相
場
直
段
ヲ
以
棺
伺
候
処
、
坂
府
御
出
張
穏
税
寮
江
一
吋
伺
方
御
達
ニ
付
、

其
通
取
計
候
、
右
ハ
辛
未
年
迄
ハ
怒
皆
出
慎
ニ
依
リ
可
取
計
旨
御
布
達
有
之
口
口
ヲ
篤
と
了
解
不
仕
義
ニ
テ
、
尚
又
先
段
口
口
ヨ
リ

御
巡
趨
ノ
官
員
江
栢
伺
候
処
、
辛
来
年
迄
ハ
悉
皆
旧
額
二
依
リ
可
取
計
旨
御
遼
ニ
依
リ
、
昨
十
二
月
お
代
納
将
又
当
六
月
石
代
納
直

段
之
義
モ
従
前
方
法
ノ
知
ク
付
記
載
之
通
取
極
収
納
皆
清
為
致
候
口
口
最
前
ヨ
リ
城
府
租
税
寮
ヱ
拘
置
候
、
右
石
代
直
段
外
紙
之
通

御
指
図
相
成
、
国
テ
右
何
書
締
取
消
被
下
候
様
御
届
仕
候
処
、
…
応
御
定
為
相
成
末
義
ニ
市
御
省
確
定
目
安
ニ
モ
相
触
、
今
更
鶴
間

届
難
相
成
設
御
違
有
之
候
ニ
付
、
今
又
御
腿
申
上
候
条
、
御
雀
ニ
於
テ
別
件
之
構
実
被
郷
関
啓
御
取
許
被
来
下
様
此
段
奉
顕
候
也

明治初期佐賀地域の石代納状況

辛
来
十
二
月
石
代
納
蓬
段
隣
県
相
場
平
均
米
一
石
ニ
付

金
四
丹
四
十
四
銭
九
厘
八
毛

壬
申
六
月
石
代
納
直
段
佐
賀
東
沼
市
中
相
場
平
均
米
一
石
ニ
付

開
コ
一
円
六
十
銭

右
之
通
候
也

壬
申八

月
五
日

睦
奥
租
税
頭
殿

と
あ
る
。
芯
代
納
値
段
の
件
で
伺
い
審
一
を
提
出
し
て
い
る
。
明
治
一
二
年
十
二
月
の
石
代
腕
値
段
に
つ
い
て
、
市
町
村
平
均
相
場
を
基
一
に

し
て
申
請
し
た
が
、
明
治
一
…
一
年
ま
で
は
侶
慢
に
よ
っ
て
租
税
納
入
と
し
て
い
た
方
針
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
提
出
す
る
留
が

佐
賀
県
参
事
香
川
与
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明治 2年石代納の状況

米・金 内訳

1.米 190，735石5斗7合3勺 1E税但口米反米入テ

1.米 15，196石9斗6f十9合9勺
)小物成

金 13，710雨 永384文

合米 205，934石4斗3升 7合3勺

金 13，710石永384文

内米 67，890石5斗9チト8勺 売米 石ニイ寸9荷永535文5箆替

代金 646，663両 永152文

米 17，390石2斗6斗 7合5勺 石代納但石ニ付9間永316文

愛 1

記
さ
れ
て
い
る
。
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佐
賀
県
が
明
治
二

記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
表
ー
の
よ
う
で
あ
る
。

の
蔵
入
と
し
て
届
け
出
た
資
料
に
、
正
租
の
石
代
納
の
こ
と
が

正
租
が
一
九
万
七
三
五
石
余
、
小
物
成
が
一
万
五
一
九
六
石
余
、
金
一
万
三
七
一

O

両
で
、
合
計
米
一
一

O
万
五
九
三
田
容
余
、
金
一
万
三
七
一

O
両
と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

米
一
万
七
三
九

O
石
余
が
石
代
納
で
あ
る
。
正
租
と
小
物
成
を
含
め
た
米
震
の
中
で
、

石
代
納
は
正
租
米
・
小
物
成
米
総
量
の
八
%
程
度
で
あ
る
。

う
ち
で
売
米
に
な
っ
た
の
は
六
万
七
八
九

O
石
余
で
あ
り
、

一
方
、
納
入
さ
れ
た
米
の

一
三
%
に
相
当
す
る
。

主主r'ei雪進主主J(明治五年自六月習j九月)より作成。

代
納
は
あ
ま
り
進
践
し
て
い
な
い
。

佐
費
地
域
は
幕
藩
期
に
は
寅
租
の
石
代
納
化
は
殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
状
況
が
明
治
二
年
の
貢
租
の
納
入
状
況
に
も
出
て
い
る
。
こ
れ
が
明
治
三
年
に
な
る

と
多
少
変
化
す
る
。
表
2
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
「
従
辛
来
七
月
十
五
日
歪
問
九
月
晦

自
」
と
あ
る
出
納
勘
定
で
あ
る
が
、
正
租
分
と
石
代
納
分
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
正
税

総
量

万
六
七
一
六
石
余
の
う
ち
石
代
納
さ
れ
た
の
は
七

O
四
六
百
余
で
あ
り
、
こ
れ

は
正
租
量
の
一
九
%
に
当
た
る
。
こ
の
限
り
で
は
明
治
二
年
の
段
階
よ
り
も
石
代
納
が

進
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
石
代
納
が
進
展
し
た
こ
と
の
反
映
と
み
た
場
合
、

そ
れ
を
米
市
場
が
発
達
し
た
こ
と
に
よ
る
と
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
石
代
納
化
政
策
の

影
響
と
み
る
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
一
年
も
経
な
い
で
正
租
に
対
す
る
石
代
納
率
が
八

%
か
ら
一
九
%
と
倍
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
市
場
経
済
化
の
進
展
と
み
る
よ
り
も
、
政



明治初期佐賀地域の石代納状況

明治 3年 9月期石代納状況

米・金 内訳

1.米 15，501石 8斗9升 8合 6勺

金 59，494河 永682文

1.米 36，716石 7斗6升 6合 8勺 正税

1.同 2，786石 6斗61十8合 6勺 夫料

1.金 43，703隠永801文 5分 1E税石代 促し石ニ{寸王子均6隠

此米 7，046石 73.十3合 4勺 永210文 9分替

1.同 3，741障永482文 2分 新税

合会長 55，042石 5斗2升 9勺

金 107，009雨 永965文 7分

事主 1

注 f管省進主主J(明治五年自六月'i?U九月)より作成。

蓮池落寅租宛米状況

米・金 内訳

1.高 20，432石 1斗8升 6合 6勺 2札

米 17，898石 9よ1-4升 1合 3勺 震米

米 9，235石 4斗7升 9会 正租売米

金 83，119雨永311文 正税売米代石ニ{す9隠焚

金 2，026荷 永47文 7分 雑税

雪量 3

策
に
よ
る
も
の
と
み
な
し
た
方
が
適
切
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
出
蓮
池
藩
の
状
況
か
ら
検
討
し
て

み
よ
う
。

明
治
四
年
に
作
成
さ
れ
た
「
肥
前
額
蓮
池
日
巴

歳
入
歳
出
明
細
書
」
に
示
さ
れ
た
震
米
納
入
状
抗

を
み
れ
ば
、
表
3
の
よ
う
で
あ
る
。

賞
米
一
万
七
八
九
八
石
九
斗
余
と
あ
り
、
こ
の

う
ち
九
ニ
…
二
五
石
田
斗
余
が
売
米
さ
れ
た
と
あ
る
。

石
代
触
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
蓮

町
一
池
藩
で
は
石
代
納
は
基
本
的
に
は
存
在
し
な
か
っ

日
た
。
こ
れ
が
明
治
二
年
に
も
出
て
い
る
と
み
る
こ

加
と
が
で
き
る
。
表
3
に
関
し
て
み
れ
ば
、
蓮
池
藩

明
で
は
明
治
二
年
に
石
代
納
は
殆
ん
ど
問
題
に
な
っ

柑
て
い
な
か
っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
藩
制
期
に
、
五

五鵬
代
納
が
殆
ん
ど
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
こ

剖
こ
に
出
て
い
る
。

進儲
買
桓
石
代
納
化
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

設
明
治
五
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
明
治
五
年
十
月
に
佐

賀
県
が
大
蔵
省
に
提
出
し
た
石
代
納
に
一
一
言
及
し
た
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書
類
に
次
の
よ
う
な
の
が
あ
る
。

一
見
伊
万
里
県
・
光
窟
津
県
辛
未
組
税
お
代
之
内
、
腰
金
金
札
上
納
仕
度
言
E
奉
願
候
処
、
事
実
無
余
義
棺
閣
候
付
、
比
度
隈
リ
御
間
関

崩
有
之
、
尤
御
勘
定
払
組
之
義
及
ヒ
騎
金
金
札
造
為
之
品
ヲ
分
ケ
、
夫
ニ
枚
頼
ノ
数
ヲ
以
別
途
ニ
納
候
儀
更
ニ
可
伺
出
旨
御
指
令
候
、

依
テ
左
之
通
造
為
枚
頼
ノ
数
ヲ
分
ケ
締
賭
仕
度
候
、
立
十
米
租
税
石
代
之
内
ニ
付
、
租
税
寮
ニ
上
納
仕
可
然
哉
此
段
奉
伺
奉

と
あ
(
初
。
古
代
納
金
の
中
に
騎
札
が
あ
っ
た
こ
と
に
関
す
る
取
り
扱
い
方
を
大
蔵
省
に
伺
い
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
の
石
代
納

金
が
上
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
同
文
に
続
け
て
記
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
言
及
か
ら
窺
う
こ
と
が
出
来
引
。

一
一
脳
金
高
千
五
百
六
十
八
詞
壱
分
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内

銀
弐
分
判
千
五
百
六
十
八
両

河
弐
朱
金
者
分

右
者
伊
万
里
県
辛
米
正
租
石
代
之
内
、
当
壬
申
五
月
上
金
弐
分
判
五
万
冊
之
内
正
金
上
納
残
本
文
之
員
数
届
賢

一
一
般
紙
幣
宮
札
穴
拾
三
再
三
分

内麗
紙
幣
拾
両
札
四
枚

間
五
両
札
三
枚

同
壱
両
札
八
枚

同
署
分
札
一
一
一
枚

ハ
冗
麿
津
県
辛
米
正
租
石
代
之
内
、
当
壬
申
五
月
上
金
弐
判
分
千
両
官
札
二
万
三
千
百
九
十
四
両
永
九
百
拾
壱
六
分
合
計
弐
万
四

千
百
九
十
割
問
永
九
百
拾
壱
文
官
官
分
之
内
、
上
納
残
本
文
之
員
数
廓
紙
幣



元
伊
万
里
県
の
明
治
一
一
一
年
の
石
代
納
金
が
弐
分
判
金
で
五
万
両
納
入
さ
れ
た
こ
と
、
元
庸
津
県
で
は
宮
札
二
万
コ
二
九
四
一
仰
が
石
代

納
金
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
藩
札
で
の
石
代
納
金
の
納
入
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
石
代
腕
の
進
展
と
な
っ
て
い
る
。

注

(
1
)

(2) 

(3) 

(
4
)
 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

明治初期佐賀地域の石代納状況

「
官
省
進
達
」
明
治
沼
年
自
七
月
到
十
二
月
(
佐
賀
県
立
閣
議
館
蔵
、
以
下
特
に
記
さ
な
い
限
り
、
史
料
は
同
館
蔵
)

0

「
府
県
史
料
佐
賀
燥
史
料
|
政
治
之
部
(
包
立
公
文
設
館
蔵
)
。

「
宮
省
進
遼
」
明
治
周
年
自
七
月
到
十
二
月
。

「
官
省
進
達
」
明
治
五
年
自
六
月
到
九
月
。

向。問。向。同
右
、
明
治
五
年
夜
七
月
到
十
一
月
。

問。一
、
明
治
五
年
の
石
代
総
状
況

明
治
五
年
に
な
る
と
石
代
納
政
策
は
段
と
進
め
ら
れ
た
。
明
治
五
年
十
月
十
二
日
に
佐
禦
県
権
令
多
久
茂
族
は
陸
奥
穂
税
頭
に
対

し
て
「
賞
米
石
代
納
平
均
伺
」
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

太
政
官
第
ニ
直
二
十
二
号
賞
米
石
代
納
府
県
庁
へ
上
納
期
月
御
布
告
有
之
、
右
者
全
ク
石
代
納
之
義
ニ
可
有
之
、
就
一
如
ハ
出
所
之
儀

ハ
積
船
話
料
潜
之
次
第
取
計
候
儀
者
勿
論
ニ
候
得
共
、
遠
海
之
処
廻
漕
期
月
相
延
般
義
モ
有
之
候
市
ハ
村
方
往
来
之
慣
習
有
之
貫
納
不

都
合
ヲ
生
シ
候
モ
難
計
同
一
撃
士
族
等
家
禄
渡
之
義
モ
宮
倉
へ
受
取
置
、
村
方
手
離
致
シ
候
ハ
テ
ハ
是
同
様
之
都
合
有
之
候
ニ
付
、
右

正
綿
之
儀
者
本
年
十
一
一
月
限
皆
納
相
整
可
然
哉
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と
あ
〈
到
。
政
府
が
大
政
宮
布
告
二
二
二
号
で
石
代
納
期
限
を
定
め
た
こ
と
に
関
し
て
、
正
租
米
の
納
入
期
隈
に
つ
い
て
問
う
た
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
し
て
、
佐
賀
県
で
も
本
格
的
に
石
代
綿
の
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
様
相
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
石
代
納
価

格
の
こ
と
に
つ
い
て
、
前
文
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
何
い
を
し
て
い
る
こ
と
に
も
出
て
い
る
。

壬
申
年
ヨ
リ
田
畑
貴
米
ハ
勿
論
雑
税
米
ニ
至
ル
造
、
其
所
最
寄
市
町
十
月
朔
日
ヨ
リ
十
一
月
十
五
日
迄
上
米
平
均
直
段
ヲ
以
金
納
之

義
相
願
候
分
者
被
差
許
旨
御
規
則
ニ
候
処
、
其
所
最
寄
相
場
平
均
二
テ
者
向
管
轄
中
東
西
箇
所
2

2
区
E
ノ
石
代
ト
相
成
立
村
方
之

義
モ
最
寄
筒
所
E

E
ニ
依
リ
相
場
相
立
候
而
ハ
産
別
難
立
都
合
有
之
候
ニ
付
、
先
殻
納
所
相
場
平
均
ヲ
以
十
月
金
納
石
代
被
棺
立
候

儀
ニ
付
、
管
下
枢
要
市
町
在
之
筒
所
御
省
仕
寵
候
ニ
付
、
其
四
カ
所
へ
上
米
平
均
高
段
ヲ
以
御
規
則
通
取
計
可
然
哉

郡
佐
賀
町

佐基
縛
郡
田
代
町

松
浦
郡
伊
万
平
町

郡
唐
津
町

と
あ
る
。
石
代
腕
値
段
の
平
均
相
場
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
県
内
の
主
要
な
場
所
四
カ
所
の
平
均
相
場
に
し
た
い
皆
を
申
し
出
て

開

、A
!

、B
J

ハu

h
U
V
》

d
2
1石

代
納
値
段
に
つ
い
て
、
太
政
官
の
指
令
に
基
づ
い
て
、
佐
賀
県
が
対
応
し
て
い
る
様
栢
が
出
て
い
る
。

石
代
納
の
た
め
に
米
平
均
棺
場
の
算
定
が
課
題
に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
佐
由
良
県
は
米
相
場
の
調
査
を
行
い
、
明
治
五
年
十
月

十
日
に
「
米
相
場
之
儀
ニ
付
御
書
」
と
し
て
、

当
壬
申
九
月
中
佐
賀
町
米
相
場
別
紙
之
通
ニ
御
座
候
、
此
段
御
届
仕
候
也

と
、
佐
賀
町
の
米
相
場
を
届
け
出
て
い
る
、
そ
れ
は
表
4
の
よ
う
で
あ
る
、
上
米
、
中
米
、
下
米
の
値
段
を
九
月
上
旬
、
中
旬
、
下
旬

に
つ
い
て
調
査
し
、
そ
の
平
均
相
場
を
算
定
し
て
い
る
。
石
代
納
に
関
す
る
段
取
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
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明治 5年 9月の米価

時 期 等級 価 格

9月上旬 上米 1石{寸代金 3内10銭2康

中米 11 3河20銭 2箆

下米 !I 2 P391銭1A霊

9月中旬 上米 !I 3円10銭 2)]互

中米 !I 3内20銭 2厘

下米 !I 2月91銭 1麗

9月下旬 上米 !I 3向10銭 2)]立

中米 !I 3 P320銭 2腹

下米 !I 2円91銭1A霊

玉F 均 上米 !I 3円10銭 2座

中米 !I 3内20銭 2厘

下米 !I 2円91銭 1康

霊祭 4

E主「管省進遼J(明治五年自七月至十一月)より作成。

石
代
納
政
策
が
と
ら
れ
つ
つ
あ
る
が
、
貢
組
徴
収
で
は
米
納
制
を
基

調
と
す
る
体
制
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。
明
治
五
年
七
月
十
七
日
に
「
貫

米
銭
入
ニ
付
伺
案
」
が
佐
相
良
県
庁
内
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。

当
管
内
寅
米
俵
入
之
儀
、
従
前
出
県
E
ノ
方
法
ニ
テ
五
千
俵
ニ
込
米

二
升
五
合
三
斗
九
合
、
俵
ニ
陪
ニ
升
一
合
五
斗
俵
ニ
向

升
ト
各
t

不
同
有
之
、

毘
又
上
米
平
米
等
精
粗
ノ
差
別
ヲ
立
テ
、
収
納
致
来
候

段
左
ニ
記
載
之
通
改
正
賞
納
為
致
候
テ
可

得
共
、
当
壬
申
秋
ヨ
リ

然
哉
至
急
御
差
図
被
下
度
、
此
段
奉
伺
候
也

寅
米
俵
入
四
斗

込
米
俵
ニ
付
ニ
升

と
、
佐
費
藩
時
代
の
賞
租
米
の
一
能
当
り
の
込
米
に
関
す
る
も
の
が
あ
り
、
五
斗
俵
で
は
ニ
升
五
合
、
一
一
一
斗
九
合
俵
で
二
升
一
合
、
一
ニ

斗
俵
で
一
升
の
込
米
が
あ
り
不
同
な
の
で
、
貢
米
俵
を
四
斗
俵
と
し
、
込
米
は
二
升
に
統
一
し
た
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
買
米
俵
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
米
納
制
を
基
本
と
す
る
様
相
が
出
て
い
る
。

寅
米
の
販
売
も
大
坂
米
穀
市
場
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
事
項
に
も
出
て
い
る
。
明
治
五
年
八
月
に
佐
賀
県
は
「
辛

未
秋
ヨ
リ
壬
申
二
丹
迄
貫
米
大
坂
廻
漕
租
税
寮
江
上
納
調
」
を
大
坂
租
税
寮
に
提
出
し
て
い
る
料
、
そ
れ
に
は
大
坂
へ
の
廻
着
撃
が
伊

万
盟
県
で
米
九
二
五
回
石
、
蓮
池
県
で
一
五
回
五
石
、
厳
原
県
で
七
八

O
Eと
計
上
さ
れ
て
い
る
。
大
坂
に
廼
着
し
販
売
さ
れ
た
も
の

は
、
大
坂
租
税
寮
に
上
納
さ
れ
て
い
る
。

明治初期佐賀地域の石代納状況

こ
の
よ
う
に
出
来
の
寅
租
販
売
の
体
制
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
石
代
納
政
策
が
太
政
官
達
以
降
に
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
、
明
治
五

年
八
月
に
佐
賀
県
内
で
作
成
し
た
大
蔵
省
郷
伺
案
に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
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当
課
管
内
従
前
租
税
方
法
ノ
儀
今
般
外
紙
之
通
御
指
令
相
成
候
処
、
一
般
取
謂
改
正
ノ
見
込
相
前
兼
候
ニ
付
、
当
壬
申
年
迄
ハ
旧
慣

ニ
措
置
、
先
以
御
指
令
ノ
如
出
佐
賀
県
中
ハ
ケ
年
平
均
定
免
等
差
向
不
都
合
ノ
件
E
左
ニ
記
載
ノ
通
改
正
見
込
相
照
泰
伺
候

と
あ
り
、
明
治
五
年
ま
で
は
貢
租
制
は
担
額
に
据
え
寵
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
石
代
納
は
あ
ま
り
県
下

で
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
明
治
五
年
九
丹
十
九
日
に
唐
津
地
域
で
は
戸
長
惣
代
が
伺
い
を
出
し
て
い
る
。

寅
米
之
儀
、
光
庸
津
桝

Z
口
小
桝
ニ
量
立
本
米
関
斗
合
米
弐
升
、
予
備
米
菅
升
、
〆
四
斗
一
一
一
升
俵
ニ
仕
立
候
御
布
告
ニ
御
感
候
処
、
矢

張
若
後
ニ
付
四
斗
弐
升
之
御
勘
定
ニ
相
立
、
予
備
米
壱
升
之
儀
者
全
欠
減
ニ
相
克
俵
入
可
仕
と
奉
存
候
、
此
段
御
偶
候
、
以
上

と
あ
り
、
窟
津
地
域
で
は
、
依
然
と
し
て
賞
米
俵
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。

明
治
五
年
は
悶
留
に
よ
る
買
租
納
入
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
賞
租
仲
間
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
佐
袈
県
は
五
代
納
棺
場

の
算
定
は
続
け
て
い
た
。
明
治
五
年
十
一
月
に
陸
奥
担
税
頭
宛
に
、
次
の
よ
う
な
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

当
壬
申
租
税
石
代
当
十
月
朔
日
ヨ
リ
同
十
一
丹
十
五
日
迄
管
下
回
ケ
所
日
E
相
場
ヲ
以
別
紙
之
通
平
均
、
尤
大
一
豆
納
之
儀
ハ
田
代
一

ケ
所
之
外
ニ
無
之
ニ
付
右
一
ケ
所
ニ
テ
平
均
棺
整
御
規
制
郎
通
上
納
申
付
候
、
菌
テ
市
町
ヨ
リ
差
出
候
相
場
書
棺
添
行
届
仕
候
也

と
あ
る
、
石
代
納
相
場
の
調
査
結
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
石
代
相
場
は
佐
費
県
内
の
主
要
な
町
の
相
場
が
出
さ
れ
て
い
る
。
表
4
の

よ
う
で
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
平
均
相
米
が
よ
米
、
中
米
、
下
米
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
出
さ
れ
て
い
る
。

明
治
六
年
一
月
十
九
日
に
は
、
「
穂
税
寮
江
御
届
案
」
と
し
て
賞
米
収
納
蔵
の
こ
と
に
関
す
る
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

壬
申
年
貢
米
確
定
之
潜
訳
左
ニ
記
載
之
通
御
産
候
、
困
テ
ハ
最
寄
倉
燦
江
悉
皆
運
送
為
致
讃
候
ニ
付
、
趨
潜
之
手
掛
至
急
御
指
令
被

下
度
、
比
段
御
届
仕
僚

と
あ
り
、
賞
米
販
売
の
た
め
に
各
港
に
集
綿
さ
せ
、
廻
米
す
る
手
立
の
指
示
を
求
め
て
い
る
。
各
港
の
集
納
状
、
視
を
み
れ
ば
、
表
5
の

よ
う
で
あ
る
。
三
万
石
余
の
寅
米
が
佐
賀
県
内
八
か
所
の
港
に
集
め
ら
れ
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。

石
代
相
場
の
報
告
や
震
米
廻
漕
の
こ
と
に
関
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
石
代
納
で
は
増
徴
に
な
る
事
態
も
出
て
い
る
。
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震米蔵収納状況

収納盛 震米議所在地

米 1，900石 佐賀郡諸富江

米 1，300石 佐賀郡平津江

米 2，300石 佐賀郡船津江

米 3，135iヨ 佐賀郡嘉瀬JI!江

米 9，340石 小城郡住ノ江

米 6，300石 i燦i事郡塩臼ノ江

米 2，540石 藤津郡鹿島江

米 3，770石 松浦郡1者津江

合米 30，585石

主主「管省進透J(羽治六年自一月到二月)より作成。

い
ヲ
匂
。 佐

賀
県
内
で
は
、
旧
厳
原
藩
領
域
の
部
代
地
域
は
畠
方
は
お
代
納
制
が

て
い
た
。
大
一
丘
、
大
麦
、
小
麦
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
政
府
の
石
代
納
政
策

部
と
ら
れ

に
よ
っ
て
増
徴
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
六
年
一
丹
に
「
担
税
寮
御
届
案
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
書
類
が
作
成
さ
れ
て

明治初期佐賀地域の石代納状況

基
緯
郡
田
代
壬
ゆ
夏
成
大
小
麦
石
代
納
之
儀
、
従
前
ハ
相
場
十
分
一
位
之
低
価
ヲ
以

払
下
相
成
候
、
然
処
御
布
告
第
三
百
一
号
ニ
改
正
増
加
高
ト
之
関
金
ノ
内
、
凡
弐
割

ヲ
目
途
ト
致
シ
勧
業
授
臆
之
要
費
ニ
充
候
ト
有
之
、
右
ハ
詳
細
取
謂
追
テ
受
取
方
可

伺
出
候
得
共
、
先
御
規
制
問
之
通
壬
申
年
ヨ
リ
其
最
寄

B
Z
相
場
別
紙
之
通
一
平
均
相
整
上
品
直
段
ヲ
以
収
納
中
付
置
候
、
間
テ
相
場
書

相
添
、
此
段
御
属
仕
候
也

と
あ
る
。
出
藩
持
代
に
は
夏
成
の
大
立
、
大
麦
、
小
麦
は
お
代
納
縦
で
あ
り
、
相
場
の
十
分
の
…
位
の
値
段
で
す
ま
し
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
政
府
の
五
代
納
相
場
に
よ
る
上
納
策
に
よ
っ
て
増
徴
と
な
り
、
こ
の
た
め
増
徴
分
の
二

O
%を
勧
業
授
産
用

費
に
当
て
る
政
府
方
針
を
実
行
す
る
上
で
、
石
代
相
場
の
調
査
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
大
変
と
小
麦
の
八
月
一
日
か
ら
九
月
十
五
呂
ま

で
の
平
均
相
場
を
届
け
出
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
石
に
つ
き
上
大
麦
が
六
八
銭
二
麗
壱
毛
、
上
小
麦
が
五
酉
銭
弐
盟
八
毛
一
一
一
と

あ
り
、
ま
た
、
大
変
と
小
麦
の
相
場
も
報
告
し
て
い
る
。

明
治
六
年
二
月
九
日
に
寅
米
娼
漕
の
件
で
届
け
出
る
書
類
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
は

壬
申
貢
米
之
内
、
石
代
綿
置
米
弁
管
下
ニ
於
テ
翼
請
入
江
払
下
之
儀
相
違
有
之
候
外
、
全
正
米
之
分
ハ
…
去
、
，
〉
急
便
ヲ
以
表
出
回
回
当
一

月
廿
七
日
附
ニ
テ
御
違
有
之
処
、
右
ハ
先
般
別
紙
確
定
港
訳
御
届
仕
寵
候
通
ニ
テ
其
最
寄
倉
燦
江
悉
皆
運
送
為
致
寵
候
ニ
付
、
至
急

積
船
御
差
向
被
下
度
、
此
段
郷
届
仕
候
也
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明治5年石代納の状況

代金 1石ニ付

米 151，008石7斗 4升 4合 438，151円87銭 1康 2円90銭 1痩 5毛

石 大豆 711石9斗 2升 2合 2，727円34銭 5箆 3円83銭 7毛

代 大麦 193石3斗8チト 5合 131円91銭 6塵 68銭 2厘 1毛

納 小麦 35石8斗4合 55円23銭 5厘 l円54銭 2M霊8毛

合金 441，066円36銭 7厘

lE 米 147，465石

米
内

米 30，585石 廻漕
秋 米 116，880石 讃米

言受 S

と
あ
る
。
石
代
納
や
県
内
で
の
賀
請
人
に
払
下
げ
た
分
の
残
り
の
正
米
廻
漕
の
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
残
り
正
米
高
と
各
港
へ
の
収
納
最
は
表
5
の
通
り
で
あ
る
。

三
万
五
八
五
十
ね
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
貰
糧
米
の
う
ち
、
三
万
石
ほ
ど
が
県
が

廻
米
に
廼
わ
ず
分
重
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
れ
ば
、
す
で
に
貫
米
の
か
な
り
の
量
が
石
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代
納
ま
た
買
請
人
へ
の
払
下
げ
で
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
ま
だ

十
一
万
石
位
の
置
米
が
県
内
に
あ
っ
た
。

明
治
六
年
二
月
に
租
税
寮
に
届
け
出
る
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
「
壬

申
年
賀
米
古
代
納
正
納
之
員
数
仕
訳
在
之
通
締
艦
船
に
と
あ
り
、
若
代
納
と
正
米
納
の

分
援
を
そ
れ
ぞ
れ
明
記
し
て
い
る
。

械
石
代
納
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
表
6
の
よ
う
に

日
腕
は
一
四
万
七
四
六
五
石
で
あ
る
。
石
代
納
と
正
米
綿
と
が
、
ほ
ぽ
半
ば
す
る
状
況
に

却
な
っ
て
い
る
。
た
だ
石
代
納
の
米
と
大
一
足
に
つ
い
て
は
ご
月
三
十
一
日
線
五
分
過
収

訓
納
仕
方
」
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
る
と
、
石
代
納
分
は
五

O
%程
度
し
か
収
号
、
C

れ
て

伺
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

蜘
明
治
六
年
三
丹
十
五
日
に
佐
賀
県
が
陸
奥
租
税
頭
に
届
け
出
た
「
壬
申
歳
入
凡
轡

釦
に
は
、
米
二
九
万
八

O
七
五
石
五
年
間
升
八
合
、
大
豆
七
一
一
石
九
斗
ニ
升
弐
合
一
勺
、

儲
大
麦
一
九
三
石
五
斗
八
升
五
合
七
勺
、
小
麦
…
一
一
五
百
八
斗
一
合
、
金
四
万
七
六
一
一
一
八
円

注
七
七
銭
と
あ
る
。
こ
れ
よ
り
す
る
と
、
大
立
、
大
麦
、
小
麦
は
す
べ
て
石
代
納
化
さ
れ

五
万

0
0八
石
で
あ
り
、
正
米

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
娼
方
石
代
納
と
い
う
政
策
を
遂
行
し
て
い
る
。



明治初期佐賀地域の石代納状況

と
こ
ろ
で
、
政
府
の
安
石
代
納
廃
止
政
策
は
、
従
来
の
慣
行
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
り
、
増
徴
と
い
う
結
果
を
来
た
す
こ
と
か
ら
、

各
地
で
反
対
運
動
が
起
っ
た
が
、
佐
賀
県
田
代
地
域
の
大
豆
の
石
代
納
で
も
問
題
が
生
じ
て
い
た
。

明
治
六
年
二
月
に
佐
賀
県
は
「
担
税
寮
御
崩
案
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
書
類
を
作
成
し
て
い
る
。

田
代
大
立
石
代
ノ
犠
、
其
内
一
ケ
所
一
平
均
相
場
面
巴
有
之
候
得
共
、
仮
令
同
所
一
ケ
所
ニ
テ
相
場
相
立
候
ト
モ
四
ケ
所
書
上
ケ
有
之

上
ハ
矢
張
四
ケ
所
平
均
棺
場
無
之
テ
ハ
、
取
調
方
差
支
候
一
一
テ
、
四
ケ
所
平
均
取
謂
早
E
可
申
出
旨
御
達
ノ
趣
出
張
所
占
申
越
候
、

就
テ
ハ
古
代
ノ
義
其
最
寄
市
町
相
場
平
均
車
段
ヲ
以
金
納
柑
額
保
分
ハ
被
差
許
旨
ニ
付
、
其
所
最
寄
相
場
一
平
均
ニ
テ
ハ
間
管
轄
中
東

西
ニ
依
リ
、
区
E
之
石
代
ト
相
成
臼
一
村
方
ノ
義
モ
最
寄
ケ
所
2

5
ニ
依
リ
相
場
相
立
候
テ
ハ
一
民
別
難
致
都
合
有
之
候
ニ
付
、
四
ケ
所

平
均
上
米
直
段
ヲ
以
上
納
可
取
計
皆
奉
伺
候
処
、
管
下
一
段
之
相
場
相
用
実
際
不
都
合
無
之
上
ハ
、
申
立
之
遇
可
相
心
得
旨
制
御
指
令

ニ
付
、
米
ノ
犠
ハ
四
ケ
所
平
均
錦
崩
仕
、
般
一
良
之
儀
ハ
田
代
一
ケ
所
ノ
租
納
ニ
付
、
其
所
椙
場
平
均
相
整
外
三
ケ
所
之
儀
ハ
大
豆
納

無
之
候
得
共
、
一
段
之
代
価
見
合
之
為
メ
書
上
候
迄
ニ
有
之
、
若
シ
御
取
調
琵
支
之
儀
モ
有
之
候
ハ
¥
外
三
ケ
所
書
上
之
義
ハ
制
御

取
消
シ
被
下
度
、

と
、
大
一
旦
若
代
納
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
り
、
石
代
納
の
米
価
に
つ
い
て
は
、
阻
ケ
所
の
相
場
を
調
べ
平
均
価
格
を
出
す
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
大
豆
石
代
納
は
田
代
地
域
の
み
で
あ
っ
た
が
、
米
と
同
じ
よ
う
に
外
一
一
一
ケ
所
の
相
場
も
書
き
上
げ
た
と
し
て
、

更
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

右
大
一
豆
之
儀
ハ
従
前
忘
年
E
低
価
ヲ
以
代
納
、
此
段
隣
国
平
均
凡
羽
部
五
部
位
ヲ
以
取
極
来
候
方
法
之
処
ニ
百
二
十
二
号
制
御
布
告
安

石
代
被
相
廃
候
ニ
付
テ
ハ
、
村
方
難
渋
惹
起
、
去
連
地
所
ハ
現
場
大
豆
穫
ナ
ラ
テ
出
来
立
不
申
ニ
付
、
正
納
連
モ
難
成
、
再
三
歎
顕

之
次
第
モ
有
之
候
得
共
、
一
般
之
御
改
正
ニ
付
精
E
加
説
諭
随
商
第
三
百
一
号
御
布
告
之
官
有
之
候
ニ
付
、
尚
又
御
識
達
石
代
締
申

付
、
郎
ニ
五
分
通
収
納
引
合
相
整
候
一
一
付
、
佐
賀
外
ニ
ケ
所
大
一
恩
納
無
之
場
所
ヲ
今
又
取
交
平
均
棺
整
候
義
実
襟
難
被
行
情
実
有
之

候
ニ
付
、
最
寄
御
届
仕
賞
候
通
御
問
題
被
成
下
度
奉
願
候
也
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と
記
し
て
い
討
。
大
立
は
隣
闇
値
段
と
比
べ
て
四

O
%か
ら

R
O
%も
安
い
価
格
で
代
納
さ
せ
て
き
た
が
、
安
石
代
廃
止
が
布
告
さ
れ

た
こ
と
か
ら
「
村
方
難
渋
差
起
」
と
村
方
の
難
渋
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
現
物
納
と
し
た
い
が
霞
か
な
盤
な
の
で
、
そ
れ
も
出
来
ず
、
村

方
の
歎
顕
も
あ
る
け
れ
ど
も
「
精
E
加
説
諭
」
、
「
出
向
又
諭
連
石
代
納
申
付
」
と
説
諭
し
て
、
政
府
の
方
針
に
よ
る
大
豆
を
石
代
納
さ
せ
、

五
O
%ほ
ど
は
収
納
し
た
と
あ
る
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
安
石
代
蕗
止
政
策
に
よ
っ
て
、
田
代
地
域
で
も
、
村
方
か
ら
歎
願
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
察
官
が
説
諭
を

加
え
て
、
政
府
方
針
の
石
代
納
を
施
行
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

安
石
代
麗
止
に
対
す
る
不
満
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
府
は
増
徴
分
の
二

O
%を
勧
農
興
産
に
充
当
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
を

出
し
た
が
、
田
代
地
域
で
は
具
体
的
に
ど
う
運
営
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

石
代
納
が
次
第
に
進
展
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
充
唐
津
藩
の
華
士
族
卒
の
家
禄
米
の
扱
い
に
つ
い
て
も
現
わ
れ
て
い
た
。
明
治
六
年

一
…
一
月
二
日
に
租
税
寮
に
出
す
輩
出
類
の
中
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

壬
申
寅
米
正
綿
確
定
之
港
訳
一
ニ
万
五
八
拾
五
石
御
崩
仕
候
内
、
窟
津
港
ヨ
リ
一
ニ
千
七
百
七
拾
石
廻
漕
可
相
整
之
処
、
元
麿
津
県
華
士

族
卒
家
接
渡
方
用
正
納
之
内
壱
万
弐
千
四
百
七
拾
八
石
置
米
致
居
候
処
、
其
内
弐
千
六
百
六
十
二
石
村
方
占
石
代
椙
願
候
ヲ
、
同
所

出
張
所
ヨ
リ
確
定
港
訳
差
出
之
節
取
拾
不
仕
物
落
致
組
漏
之
段
届
出
候
、
就
テ
ハ
先
般
確
定
之
港
訳
御
崩
仕
候
ニ
付
テ
ハ
、
既
ニ
積

船
御
手
配
可
有
之
、
若
シ
未
タ
御
差
廼
シ
相
成
居
不
申
候
ハ
¥
右
弐
千
六
省
中
ハ
拾
弐
石
丈
石
代
差
許
度
、
就
ハ
唐
津
港
占
廻
漕
米

…
一
一
千
七
百
七
拾
ノ
内
右
差
引
残
米
千
苔
八
石
廼
漕
い
た
し
度
、
尤
積
船
悉
皆
相
理
リ
居
御
手
配
差
支
候
ハ
¥
右
石
代
之
分
ハ
家
禄

ノ
内
へ
下
ケ
渡
河
然
哉
、
主
急
御
差
圏
被
下
度
奉
伺
候
也

一
U
r

陸
奥
租
税
頭
へ
の
伺
い
蓄
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

明
治
五
年
の
貰
米
の
う
ち
、
麿
津
港
か
ら
は
一
一
一
七
七

O
お
を
趨
漕
ず
る
旨
の
審
一
類
を
出
し
た
の
に
、
唐
津
で
は
華
士
族
卒
の
家
探
用

万
二
四
七
八
お
を
貯
穀
す
る
予
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
二
六
六
お
を
村
方
が
代
納
す
る
こ
と
を
願
い
出
た
の
で
、
廼
漕
米
の

の
米
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う
ち
か
ら
、
そ
の
分
そ
差
し
引
き
、
残

禄
麗
米
の
う
ち
か
ら
差
し
引
い
て
も
よ
い
か
と
伺
い
出
て
い
る
。

石
代
納
政
策
に
よ
っ
て
、
唐
津
地
域
で
も
石
代
納
が
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
前
記
の
動
き
以
後
、
す
で
に
廼
漕
の
手
続

も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
家
捺
米
を
石
代
納
扱
い
す
る
段
取
と
な
っ
て
い
る
、
左
記
の
よ
う
に
あ
る
。

書
留
騎
津
騨
寅
米
石
代
正
納
之
仕
訳
届
出
ニ
付
、
家
様
渡
リ
引
残
リ
米
一
一
一
千
七
百
七
十
若
姐
漕
之
御
届
相
成
座
候
処
、
ム
ワ
又
石
代
願

出
候
ニ
付
、
廻
漕
米
ノ
内
占
差
引
可
相
成
之
処
、
先
般
確
定
之
港
訳
御
屈
指
成
、
最
早
積
般
之
手
配
も
可
脊
之
ニ
付
、
無
拠
家
禄
渡

一
O
八
石
を
廻
漕
し
て
よ
い
か
、

ま
た
、
遡
漕
の
手
配
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
家

之
内
占
石
代
〆
被
相
渡
方
可
然
哉

と
あ
り
、
廻
漕
手
続
が
進
行
し
て
い
る
の
で
、
石
代
納
の
分
は
、
家
捺
米
の
う
ち
で
処
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一
米
壱
万
弐
千
四
百
七
拾
八
石
郭
内
蔵
納

内

明治初期佐賀地域の石代納状況

九
千
八
百
拾
六
万

弐
千
六
百
六
拾
弐
若

と
、
正
米
納
と
石
代
納
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
藤
津
落
の
石
代
納
は
明
治
五
年
の
賞
米
扱
い
で
生
じ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
、
そ
れ
以
前
は
殆
ん
ど
符
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
判
明
す
る
。
石
代
納
の
進
展
と
し
て
、
貢
米
の
廻
漕
手
続
の
過
程
で
石
代
納
霊
に
つ
い
て
の
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
明
治
五
年
の
石
代
納
問
題
で
唐
津
出
張
所
の
係
員
が
、
次
の
よ
う
な
進
退
伺
い
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
に

正
米
納

石
代
納

も
現
わ
れ
て
い
る
。

身
分
進
退
伺

窟
津
郭
内
蔵
納
華
士
族
卒
家
禄
置
米
壱
万
弐
千
四
百
七
拾
八
石
最
前
正
米
納
之
義
訳
指
上
候
末
、
布
置
米
之
内
ニ
茂
追
E
石
代
納
願
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出
候
と
僻
差
廼
シ
仕
居
候
ニ
付
荷
者
、
御
布
告
之
御
唱
も
有
之
、
警
可
否
之
御
指
令
無
之
共
、
自
余
向
様
差
引
相
立
御
届
可
仕
之
処
、

最
前
之
偲
ニ
者
万
弐
千
四
百
七
拾
八
お
之
蔵
訳
差
上
候
儀
就
レ
モ
疎
漏
之
段
重
一
E
奉
恐
入
候
、
依
之
身
分
進
退
之
儀
奉
伺
候
也

明
治
六
年
十
二
月
十
八
日
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等
出
仕

桑
原
身
甚
@

持
永
義
方
@

十
一
…
一
等
出
仕

佐
賀
県
参
事
石
井
邦
猷
殿

と
い
が
〉
り
、
進
退
伺
い
を
出
し
て
い
る
。
石
代
納
の
取
り
扱
い
方
に
落
度
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
石
代
納
が
明
治
五
年
の
賀

:ff'尚昆税石代納英外誠

2立 内訳

1.米263，606右 5斗9升 4合 2勺 都村地租

向 8石 8斗3升 3合 2勺 美麗給白地租

大烹 711石 9斗3升 2合 l勺 諸掛物入テ

大変 193石 3斗8升 5合 6勺 i可

小きを 35石 8斗3合 向

米 21，015石 7斗4T十 2合 8勺 諸掛物弁務料入テ

金 39，605円22銭 3厘 9毛 雑税

金 59，435河12銭 不用物払下代

内訳

米 147，465石 lE米納

伺 151，021お 8斗67十9合 7勺 石代納

此金 438，189円9銭 511霊4毛

大豆 711石 9斗3升 2分 l勺 石代納

此金 1，777円20銭 8厘

大麦 193石 3斗8升 5分 6勺 石代納

此金 131河51銭 6厘

小麦 35石 8斗1分 石代納

此金 55月23分 5麗

金 99，040河38銭 3麗 9毛 雑物不用物代金

〆米 147，465石

金 540，193円93銭 8康 3毛

表 1

米
納
の
と
き
に
生
じ
た
事
態
に
由
来

し
て
お
り
、
県
宮
が
新
し
い
事
態
へ

の
適
応
で
処
霞
が
適
正
に
で
き
な
か

「管省進透J(明治六発蕗七月八月分Jより作成。

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
進

退
伺
い
に
対
し
て
は
、
「
書
面
不
都
合

之
至
ニ
候
へ
共
、
当
節
限
不
及
其
儀
、

以
後
念
を
可
入
義
」
と
の
方
向
で
処

理
す
る
案
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

明
治
五
年
の
貢
租
石
代
納
の
状
況

を
み
れ
ば
、
表
7
の
よ
う
で
あ
る
。

正
米
納
が
一
四
万
七
四
六
五
石
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
お
代
純
化
さ
れ



た
の
は
一
五
万
一

O

一
石
余
で
あ
る
。
貫
租
の
五
七
%
が
石
代
納
に
な
っ
て
い
る
。
大
一
豆
、
大
麦
、
小
麦
は
す
べ
て
石
代
納
化
さ
れ

て
い
る
。

正
米
納
は
一
四
万
七
四
六
五
石
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
殆
ん
ど
が
士
族
卒
肢
の
た
め
の
家
禄
米
で
あ
る
。
家
禄
が
現
米
で
渡
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
て
、
現
米
縮
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
現
米
支
給
の
家
禄
制
度
が
芯
代
納
化
を
盟
ん
で
い
る
こ
と
に

も
な
る
。
家
操
制
度
の
改
革
が
糞
租
制
の
整
理
上
急
を
要
す
る
課
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
米
支
給
制
が
と

ら
れ
る
眼
り
、
家
禄
米
用
の
正
米
納
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
家
探
制
の
変
革
が
な
い
限
り
、
佐
賀

県
の
芯
代
納
化
は
ほ
ぼ
限
度
に
近
い
状
況
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
石
代
納
が
家
禄
制
で
の
米
綿
の
寵
止
を
求
め
る
事
態
に
な
っ

て
い
る
。

明治初期佐賀地域の石代納状況

家
禄
支
給
に
お
い
て
も
、
貨
幣
渡
し
を
政
府
は
明
治
五
年
十
月
七
告
に
「
貿
属
家
禄
賞
品
胤
〈
米
棄
児
養
育
米
等
正
米
無
之
節
ハ
寅
納
ノ

石
代
車
段
ヲ
以
代
金
渡
可
取
計
斡
に
と
布
達
し
て
い
る
が
、
佐
賀
県
で
は
、
家
禄
の
積
極
的
な
貨
幣
渡
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ

は
新
貨
条
例
に
よ
る
新
貨
幣
の
発
行
が
通
告
さ
れ
な
が
ら
も
、
佐
禦
県
内
で
は
新
貨
幣
の
流
通
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

県
内
に
は
田
藩
札
が
主
に
流
通
し
て
い
た
が
、
そ
の
信
用
度
は
低
下
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
正
米
に
代
わ
っ
て
貨
幣
渡

し
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
正
米
納
を
家
禄
支
給
で
は
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

家
禄
の
現
米
支
給
が
石
代
納
の
進
展
を
妨
げ
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
寅
租
金
納
化
の
推
進
上
で
も
、
家
禄
制
度
の
改
革
つ
ま
り
現

米
支
給
の
廃
止
と
い
う
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
佐
賀
県
内
の
膨
大
な
士
族
と
卒
族
の
存
在
が
石
代
納
に
と
っ
て

障
害
に
な
っ
て
い
る
が
、
他
面
で
は
新
貨
幣
の
流
通
の
不
十
分
性
が
石
代
納
化
を
抑
え
て
い
る
。
藩
札
回
収
が
急
を
要
す
る
課
題
と
な

っ
て
い
た
。

石
代
納
に
関
し
て
、
藩
札
で
も
っ
て
上
納
す
る
こ
と
を
、
政
府
は
明
治
五
年
ニ
月
十
三
日
に
「
旧
藩
E
札
製
造
ノ
紙
幣
ヲ
以
租
税
上

納
ノ
向
ハ
於
地
方
員
立
会
従
来
藩
札
取
扱
ノ
者
へ
申
付
篤
ト
可
遂
検
酪
に
と
認
め
て
い
た
。
石
代
納
に
際
し
で
は
、
出
藩
札
で
も
っ
て
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上
納
す
る
こ
と
で
、
石
代
納
化
が
促
進
さ
れ
て
き
た
が
、
蕃
札
で
の
よ
納
状
況
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

明
治
六
年
五
月
に
政
府
か
ら
西
瀧
道
に
出
張
を
命
じ
ら
れ
た
検
査
権
助
の
中
村
義
正
が
佐
費
県
参
事
石
井
邦
猷
他
二
名
に
対
し
て

「
壬
申
租
税
石
代
当
一
月
納
之
内
、
旧
藩
中
製
造
之
紙
幣
ヲ
以
、
郡
中
ヨ
リ
取
立
有
之
分
、
書
面
之
適
正
ニ
詰
取
候
〔
臨
」
と
受
取
証
を

そ
れ
に
よ
れ
ば
金
九
万
七
八

O
七
円
二
回
銭
八
鹿
が
月
分
の
租
税
石
代
納
と
し
て
藩
札
で
上
納
さ
れ
て
い
る
。

出
し
て
い
る
が
、

石代納金として納入された滞札

語審 キし 新銀綴

金本L 102，099内 此新銀102，090河89銭

iメヨ
2分札 103，037枚 1/ 51，518内50銭

1分札 171 ，230キ文 1/ 42，807P350銭
2朱札 57，711枚 11 70，213円87銭 51翠

1朱本L 8，952枚 1/ 555円2銭 4ll互

金宇し 6，342阿 此新会Ii6 ， 3381弓 8 銭 4~

内

2分干し 5，900枚 1/ 2，950円

1分札 7，156枚 1/ 1，789P3 
2朱札 8，505tt 1/ 1，063内2銭 5JI立

l朱札 7，568枚 1/ 469円21銭 6JI霊

半朱キL 2，153枚 IJ 66円74銭31墜

鎖中L 478t没301匁5分 此新交 6，408河40銭

内

15匁札 840枚 1/ 168円

10匁宇L 43，000枚 H 5，762fl] 
5匁札 7，140枚 H 478門38銭

3匁札 5枚 1/ 2銭

銭札 1171ft986匁 此新食 982F':l59銭21m
内

20El札 2，236枚 1/ 373丹羽銭 2~

10匁札 5，62H文 1/ 466内54銭31思

8匁キし 1，511杉E 1/ 101円23銭7腿

6匁キし 828枚 1/ 41内40銭

銀本L 4991i860図3:T} 上七新1~ 4，410河39銭51l立
内

10匁札 12，831枚 1/ 1，257内94銭1Jl立
5匁札 31，708枚 1/ 951内55銭9燦

3匁キL 32，353枚 1/ 539P382銭3綴
2匁札 27，531枚 1/ 539内82銭 31議
1匁札 10，556t文 H 103内49銭

5分キL 636枚 1/ 3円11銭8盟
1分5蹴 102枚 1/ 15銭

銭キL 1，010):を387匁5分 比新資 7，576円89銭7J滋

i今
50自札 2，704枚 1/ 1，016P354銭 l箆

t24匁キL 150枚 1/ 27月6銭 8)]草
20窃札 21，902枚 1/ 3，293河53銭 411立
12匁札 264枚 1/ 23内81銭 91l霊
10匁札 40，799枚 ノl 3，067門59銭4康

8匁札 417枚 1/ 25門 8銭3康

5匁札 1，491枚 1/ 561IJ 5銭 3illi 
3匁札 456枚 1/ 10内28銭6箆

2匁キL 3，848枚 1/ 57円86銭 5H霊
1匁札 2，300枚 1/ 17河29銭31箆
5分札 469枚 ノ/ 1内76銭3腿

| 本議LVEi 日~ 金本L
此2分中し14万枚 此新貨7万円

7万潟

5受S
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石
代
納
金
と
し
て
納
入
さ
れ
た
藩
札
の
内
訳
を
示
せ
ば
、
表
8
の
よ
う
で
あ
る
。

佐
賀
藩
札
は
金
札
四
種
で
新
額
で
一

O
万
二

O
九

O
丹
が
納
入
さ
れ
て
い
る
が
、
藩
札
枚
数
は
一
一
一
間
万
九
一
…
一

O
枚
ま
た
金
札
二
分
札

七
万
両
で
藩
札
十
四
万
枚
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
鍛
札
で
六
四

O
八
円
、
藩
札
枚
数
五
万
九
八
五
枚
で
あ
る
。
金
札
は
明
治
二
年

に
発
行
さ
れ
た
落
札
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
信
用
度
も
低
く
、
こ
れ
が
石
代
納
金
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
出
て
い
る
。

小
城
藩
札
は
金
札
五
種
で
新
貨
額
で
六
一
一
一
三
八
円
余
が
納
入
さ
れ
、
そ
の
藩
札
枚
数
は
一
一
一
万
一
二
八
二
枚
で
あ
る
。
小
城
藩
札
も
明

治
二
年
に
発
行
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ま
た
酒
代
納
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

麿
津
譲
札
は
四
種
で
新
質
分
九
八
ニ
円
余
の
納
入
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
銭
札
で
あ
り
、
納
入
さ
れ
た
藩
札
枚
数
は
一
万
一

九
六
枚
で
あ
る
。

厳
原
藩
札
は
銀
札
七
穣
で
新
質
分
四
回
一

O
円
余
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
藩
札
は
一
一
万
五
七
一
七
枚
が
納
入
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

問
問
器
浜
埼
発
行
札
は
十
一
一
種
で
新
貨
分
七
五
七
六
円
余
藩
札
数
は
七
万
四
八

O
O枚
で
あ
る
。

石
代
納
金
を
藩
札
で
納
入
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
が
、
石
代
納
の
推
進
と
も
な
り
、
ま
た
藩
札
の
回
収
に
も
機
能
し
て
い
る
。
石

代
納
は
貨
幣
制
度
の
整
備
に
も
役
立
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
政
府
の
財
政
制
度
で
貨
幣
を
中
軸
に
し
た
運
用
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
も
な

っ
て
い
る
。

明治初期佐賀地域の石代納状況

注
(
1
)

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
「
宮
省
進
逮
」
明
治
五
年
自
七
月
到
十
一
月
。

向。向
右
、
明
治
五
年
自
六
月
到
八
月
。

向。向。向。向
右
、
明
治
六
年
自
一
月
潟
二
月
。
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(8) 

(9) 

(
叩
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(M) 

(
日
)

(
日
)

(
幻
)

(
児
)

(
悶
)

(
初
)

(
幻
)

向。同。問。問。悶
右
、
明
治
六
年
自
二
月
到
…
二
月
。

問。問。向。向。向。令
「
法
令
全
書
」
、
明
治
五
年
十
月
七
日
、
大
蔵
省
第
百
悶
十
五
号
。

佐
賀
県
の
落
札
回
収
に
つ
い
て
は
、
扮
著
「
明
治
国
家
初
期
財
政
政
策
と
地
域
社
会
」
(
九
州
大
学
出
版
会
、

「
法
令
全
審
」
明
治
五
年
二
月
十
三
臼
、
大
蔵
省
第
二
十
号
。

「
官
省
進
途
」
明
治
六
年
美
溜
自
七
月
到
八
月
分
。

九
九
二
年
)
参
照
。

162 

閥
、
石
代
納
と
安
石
代
納
廃
止
関
題

石
代
納
が
進
ん
で
い
る
が
、
石
代
納
金
は
政
府
通
貨
が
流
通
し
て
お
ら
ず
、
藩
札
が
主
な
貨
幣
で
あ
っ
た
出
佐
賀
藩
領
内
で
は
、
石

代
納
金
は
藩
札
で
上
納
さ
れ
て
い
た
。
明
治
六
年
三
月
二
十
八
日
に
睦
奥
穂
税
頭
に
提
出
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
書
類
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
る
。

壬
申
石
代
五
分
通
一
月
一
一
一
日
眼
、
旧
藩
札
ニ
テ
村
5

ヨ
リ
純
金
且
雑
税
金
等
預
証
書
ヲ
以
上
綿
可
栢
整
之
処
、
出
器
札
引
換
検

査
之
為
メ
中
村
検
査
権
助
出
張
一
一
付
、
納
金
高
左
ニ
記
載
之
通
差
出
候
処
、
追
テ
検
査
ノ
上
関
人
受
取
証
書
ヲ
以
租
税
上
納
ニ
相
立



候
様
御
達
ニ
付
、
其
通
取
計
候
ニ
付
而
ハ
上
納
運
延
ニ
相
成
候
条
、
此
段
御
聞
置
可
被
下
候

金
弐
拾
四
万
三
千
六
百
八
拾
弐
円
七
拾
七
銭
者
鹿
八
毛

む
ず
石
代
納
は
藩
札
で
上
納
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
藩
札
と
政
府
通
貨
と
の
交
換
の
段
取
が
取
ら
れ
て
い
匂
納
入
さ
れ
た
藩
札
の
石

代
納
金
は
政
府
通
貨
と
交
換
さ
れ
、
そ
れ
が
政
府
に
納
め
ら
れ
る
仕
組
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
額
は
二
四
万
三
六
八
二
円
余
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
で
五

O
%
の
上
納
と
あ
る
の
で
、
全
額
は
五

O
万
円
に
近
く
な
る
。

石
代
納
が
藩
札
整
理
に
機
能
し
て
い
る
。
藩
札
で
石
代
納
金
の
上
納
を
認
め
た
こ
と
が
、
石
代
納
を
推
進
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て

いヲ
Q

。

明治初期佐賀地域の石代納状況

若
代
納
を
県
官
が
積
極
的
に
推
進
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
六
年
三
月
に
従
来
の
貫
租
制
度
の
整
備
を
偶
い
出
た
「
反
米
其
外
廃
止

一
一
付
何
案
」
の
中
で
、
「
口
米
ノ
曹
と
あ
る
事
項
の
中
で
「
以
来
貢
米
義
成
丈
ケ
石
代
納
取
計
ニ
付
荷
ハ
、
来
ル
卒
中
木
七
月
御
布
告
従

前
高
掛
ヲ
以
テ
綿
来
鰻
之
段
ノ
内
一
五
E
蔵
前
入
用
迄
ニ
金
納
ノ
向
モ
有
之
候
付
、
以
来
高
掛
ヲ
以
取
立
候
義
路
止
」
と
日
米
整
理
の
中

で
、
で
き
る
だ
け
寅
米
を
石
代
納
で
行
う
こ
と
を
進
め
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。

政
府
の
石
代
納
化
推
進
政
策
を
受
け
て
、
佐
賀
県
で
は
石
代
納
を
進
め
る
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
藩
札
で
の
お
代
金
の

納
入
に
よ
っ
て
一
層
促
進
さ
れ
て
い
る
。

石
代
納
政
策
の
推
進
は
、
他
方
で
は
出
来
の
寅
租
制
度
の
整
備
を
伴
っ
て
い
た
が
、
そ
の
中
に
安
石
代
納
の
廃
止
が
あ
っ
た
。
佐
賀

県
内
で
は
安
石
代
納
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
出
対
馬
藩
領
で
あ
っ
た
田
代
地
域
で
あ
っ
た
。
安
石
代
納
の
麗
止
は
貢
租
の
増
徴
と
な
る

こ
と
か
ら
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
増
徴
分
の
二

O
%を
勧
農
殖
産
に
充
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
こ
で
田
代
地
域
の

こ
と
に
関
し
て
、
明
治
六
年
五
月
九
日
に
、
佐
賀
県
は
大
蔵
省
事
務
総
裁
大
慎
重
信
宛
に
「
大
一
旦
安
若
代
間
金
御
下
渡
麟
」
を
提
出
し

た
。
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

太
政
官
第
一
一
一
百
壱
井
定
石
代
安
石
代
等
改
正
ニ
付
、
出
格
之
余
議
ヲ
以
此
度
隈
旧
格
収
入
高
ト
右
改
正
増
加
高
ト
ノ
間
金
ノ
内
、
凡
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弐
割
ヲ
回
途
ト
致
シ
、
勧
業
授
産
之
要
費
ニ
充
、
人
員
奨
励
之
道
相
尽
候
様
壬
申
十
月
御
布
告
相
成
、
然
処
田
代
焔
方
ハ
大
豆
収
納
、

枝
吉
ヨ
リ
現
豆
ハ
織
ニ
テ
低
価
ヲ
以
代
納
ス
、
此
誼
段
隣
国
平
均
之
凡
間
部
五
部
位
ヲ
以
テ
定
ム
従
前
之
方
法
ニ
付
、
壬
申
大
立
石

代
平
均
直
段
在
ニ
記
載
之
通
ニ
付
、
右
之
四
部
半
ヲ
以
出
格
収
入
高
ト
ス
レ
ハ
、
改
正
増
加
高
ト
ノ
間
金
ア
以
、
茶
井
構
櫨
ヲ
仕
立
、

物
産
栄
出
之
通
尽
力
仕
度
、
村
方
ヨ
リ
モ
願
出
候
ニ
付
、
右
間
金
御
下
渡
被
下
度
候
塩

一
大
一
忠
七
百
拾
壱
石
九
斗
弐
升
弐
合
壱
均

此
代
金
弐
千
七
百
七
拾
七
円
三
拾
銭
八
麗

但
壱
石
ニ
付
金
コ
一
円
九
拾
銭
壱
箆
壱
毛
田
糸

此
内
訳

金
千
弐
百
四
拾
九
円
七
拾
八
銭
九
題

是
ハ
一
平
均
直
段
之
四
部
半
出
格
収
入
高

金
千
五
百
弐
拾
七
円
五
拾
壱
銭
九
鹿

是
ハ
改
正
増
加
高
之
鱒
金

此
内

金一一一百

O
五
円
五
拾
銭
関
厘

間
疋
ハ
間
金
ノ
内
、
凡
弐
割
ヲ
臣
途
ト
致
シ
、
勧
業
授
出
版
之
要
員
二
御
下
渡
被
下
度
候
分

以
上

明
治
六
年

五
月
九
毘

佐
賀
県
七
等
出
仕

佐
繋
県
楠
参
事

佐
賀
操
参
事

猷

中

出

平
四
郎継

笠

貞

石

弁

手有
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明治初期佐賀地域の石代納状況

大
蔵
省
事
務
総
裁

2

参
儀
大
隈
重
信
殿

と
あ
る
。
田
代
地
域
の
安
石
代
納
に
伴
う
事
項
が
出
て
い
る
。
大
立
を
現
物
納
と
す
れ
ば
七
一
一
石
九
斗
余
に
な
り
、
こ
れ
を
大
豆
石

代
納
値
段
三
円
九
一
銭
余
と
し
て
代
金
が
二
七
七
七
月
一
一
一
O
銭
八
麗
に
な
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
四
・
五
%
の
一
一
一
四
九
円
七
八

銭
九
麗
が
由
来
の
石
代
納
令
で
あ
り
、
残
り
一
五
二
七
円
五
一
銭
九
厘
が
増
徴
分
で
あ
る
。
五
五
%
も
増
徴
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
う
ち
の
ニ
O
%
の
三
O
五
円
五
O
銭
四
厘
を
勧
業
授
産
費
に
充
当
し
た
い
の
で
下
渡
し
て
ほ
し
い
と
顕
い
出
て
い
る
。

安
石
代
納
廃
止
が
田
代
地
域
で
は
五
O
%
の
増
徴
を
き
た
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
一
O
%
を
勧
業
授
産
に
当
て
ざ
る
を
え
な
い
で

い
る
が
、
前
記
の
佐
費
県
か
ら
の
向
い
に
対
し
て
、
政
府
は
明
治
六
年
五
月
に
租
税
頭
松
方
正
義
名
で
、
次
の
よ
う
に
指
達
し
た
。

書
留
市
厳
原
県
管
下
回
代
村
E

最
前
大
一
旦
安
石
代
改
正
ニ
付
、
間
金
下
ケ
渡
之
義
一
X

E
申
出
ニ
候
処
、
壬
申
年
地
租
帳
何
れ
之
廉
ニ

相
当
リ
候
哉
、
右
帳
簿
ニ
大
一
息
不
稲
見
、
其
上
文
中
壬
申
年
五
代
之
四
部
半
ヲ
以
出
格
収
入
高
ト
ス
レ
ハ
一
五
E
と
有
之
候
得
共
、
右

者
本
十
未
年
収
額
高
と
壬
申
年
収
入
高
と
比
較
令
増
加
古
尚
之
弐
通
リ
勧
業
授
産
之
要
費
ニ
充
候
義
一
一
付
、
凡
積
ニ
間
者
差
支
候
条
、
今

一
応
詳
細
取
調
之
上
、
増
加
高
知
即
位
と
記
載
申
出
、
開
届
相
成
候
上
、
増
加
高
之
弐
部
下
ケ
渡
シ
別
段
ニ
可
申
立
候

租
税
法
陸
奥
宗
光
代
理

明
治
六
年
五
月

租
税
権
頭
松
方
正
義
印

と
、
明
治
五
年
の
地
租
帳
に
は
大
豆
納
の
こ
と
が
出
て
い
な
い
の
で
、
更
に
詳
細
に
調
べ
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
安
石
代
納
廃
止
に

伴
う
勧
業
費
の
支
給
に
は
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
出
て
い
る
。

明
治
六
年
五
月
九
日
に
、
佐
賀
県
に
は
明
治
五
年
十
月
か
ら
十
一
月
十
五
日
ま
で
の
大
豆
の
格
価
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

明
治
六
年
五
月
二
十
五
自
に
、
佐
賀
県
は
政
府
に
対
し
て
「
石
代
雑
税
上
納
之
義
ニ
付
榔
届
い
と
す
る
書
類
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ

か
ら
芯
代
納
金
の
こ
と
が
伺
え
る
。

壬
申
石
代
弁
雑
税
金
等
之
内
、
左
ニ
記
載
之
適
中
村
検
査
権
助
受
取
証
書
国
栢
添
致
上
納
候
、
此
段
御
崩
仕
候
官
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一
金
弐
拾
弐
万
個
千
八
百
一
…
一
拾
壱
円
弐
拾
六
銭
九
麗

是
ハ
石
代
五
分
一
月
三
十
一
日
照
旧
藩
札
ニ
田
村
E
よ
り
納
金

一
金
拾
壱
万
八
千
九
百
八
拾
四
円
三
拾
弐
銭
弐
鹿
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是
ハ
三
月
石
代
弐
分
証
塵
村
E
よ
り
納
金
井
五
月
石
代
前
金
入
テ

小
以
金
三
拾
四
万
三
千
八
百
拾
五
円
五
拾
九
銭
壱
麗

此
内
訳

金
四
万

O
一
一
一
首
弐
拾
弐
円
五
拾
六
銭
弐
石

是
ハ
本
年
諸
費
凡
積
龍
金
御
下
渡
ニ
付
、
納
渡
切
手
以
本
丹
上
納

金
一
四
千
弐
百
五
拾
円

是
ハ
本
年
第
二
常
備
金
之
内
、
御
下
渡
ニ
付
納
渡
切
手
ヲ
以
本
月
上
納

金
七
万
円

金金
七 是拾是
万ハ 弐 ハ
円別 万 三

紙七井
受千小
取八野
証百組
書三為
ヲ拾替
以壱証
此円書
度弐ヲ
上拾以
納六本

銭月
九上
厘納

是
ハ
右
受
取
証
書
之
内
、
新
札
ア
以
交
換
ニ
附
シ
候
分

金
一
一
一
万
千
四
百
拾
壱
円
七
拾
六
銭

是
ハ
別
紙
受
取
証
書
ヲ
以
此
度
上
納

一
金
三
万
五
千
六
百
六
拾
壱
丹
三
拾
壱
銭
四
厘



是
ハ
壬
申
雑
税
金
之
内
、
別
紙
受
取
証
書
ヲ
以
此
度
上
納

一
金
壱
万

O
百
九
拾
一
…
一
円
弐
拾
六
銭
七
厘

是
ハ
壬
申
年
街
舎
井
地
所
旦
竹
木
不
用
払
下
代
之
内
、
判
別
紙
受
取
証
書
ヲ
以
此
度
上
納

明
治
六
年
一
点
月
廿
五
日

佐
賀
県
七
等
主
任

佐
賀
県
権
参
事

佐
賀
県
参
事

仁和

山

平
四
郎

笠

邦真

継

万

弁

猷

租
税
頭
松
方
正
義
殿

と
、
右
代
納
と
雑
税
金
が
一
…
一
四
万
一
一
一
八
一
五
円
余
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
七
万
丹
が
一
一
一
井
・
小
野
組
の
為
替

証
書
で
上
納
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
為
番
証
書
で
上
納
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
…
一
井
組
と
小
野
組
が
県
為
替
方
の
運
用
に
当
っ
て
い

ま
た
、
三
井
組
や
小
野
組
が
こ
の
資
金
を
用
い
て
、
佐
賀
県
内
で
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

明治初期佐賀地域の石代納状況

示
唆
し
て
い
る
。

明
治
五
年
で
は
、
石
代
納
が
か
な
り
進
展
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
三
井
組
や
小
野
組
の
為
替
証
書
が
運
用
さ
れ

て
い
る
。
府
県
為
替
方
を
担
当
し
て
、
府
県
の
官
金
を
用
い
て
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
佐
賀
県
で
も
、
そ
の
様
相
が
出
て
い

る
。
石
代
納
金
三
四
万
余
円
の
う
ち
、
七
万
円
が
コ
一
井
小
野
組
の
為
替
証
書
で
あ
り
、

O
%が
為
替
証
書
で
の
綿
入
に
な
っ
て
い

る
。
石
代
納
に
際
し
て
、
為
替
方
の
資
金
が
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

「
官
省
進
達
」
明
治
六
年
笑
直
一
一
…
月
四
月
分
。

問。同
右
、
明
治
六
発
頭
自
五
月
到
六
月
迄
。

注
(
l
)

(2) 

(3) 
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五
、
む
す
び
に
か
え
て

明
治
初
期
に
お
け
る
石
代
納
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
考
察
し
て
き
た
。

幕
穫
期
に
お
い
て
は
石
代
納
は
幕
領
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
一
般
的
に
は
米
納
年
貢
制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
す
る

と
、
明
治
初
年
の
石
代
納
は
政
府
が
寅
組
制
整
備
の
一
環
と
し
て
、
全
国
的
に
適
用
し
た
所
に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
が
幕
藩
期
の
石
代

納
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
問
題
な
の
は
、
こ
の
お
代
納
を
幕
末
期
以
降
の
地
域
米
穀
市
場
の
発
展
の
所
躍
上
に
位
霞
づ
け

ら
れ
た
政
策
と
み
る
か
で
あ
る
。

佐
賀
県
に
つ
い
て
、
明
治
四
年
、
五
年
と
段
階
を
追
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
貢
租
米
の
石
代
納
は
、
政
府
の
石
代
納
推
進
政
策
に

よ
っ
て
進
展
し
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
魔
薄
置
県
直
後
の
若
代
納
化
率
は
八
%
程
で
あ
り
微
々
た
る
状
況
で
あ
っ
た
。
こ

れ
が
明
治
五
年
で
は
五
七
%
に
達
す
る
。
こ
の
急
激
な
右
代
納
化
は
、
藩
札
で
石
代
納
金
を
納
入
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
促
進
さ
れ
た
。
正
米
納
が
家
探
米
の
確
保
上
か
ら
維
持
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
明
治
五
年
の
石
代
納
化
率
は

限
界
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
し
え
る
。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
石
代
納
は
政
府
の
政
策
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
所
産
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
地
域
米
穀
市
場
の
十
分
な
発
展
で
な
い
こ
と
か
ら
、
石
代
納
金
の
確
保
と
い
う
開
題
が
生
じ
、
こ
の
状
況
を
巧
み
に
利

用
し
た
の
が
、
府
県
為
番
方
に
関
係
し
た
一
一
…
弁
組
や
小
野
組
で
あ
っ
た
。
佐
賀
県
で
は
小
野
組
が
県
為
替
方
の
業
務
を
扱
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
小
野
組
と
石
代
納
と
の
関
係
が
関
わ
れ
る
が
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
も
あ
っ
て
解
明
し
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
ま
た
村
段
階
で
の
お
代
腕
の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
残
し
な
が
ら
も
、
本
稿



で
解
明
し
た
石
代
納
の
様
相
は
、
幕
藩
期
の
米
納
年
貢
制
か
ら
地
租
改
正
へ
の
過
程
で
、
石
代
納
が
震
要
な
機
能
を
果
た
し
た
こ
と
を

示
め
し
て
い
る
。
石
代
納
に
よ
る
貨
幣
納
化
が
地
租
金
納
化
の
涯
史
的
前
提
を
な
し
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

地
租
改
正
を
米
穀
市
場
や
土
地
市
場
の
広
範
閣
な
展
開
の
上
に
行
わ
れ
た
と
位
置
づ
け
る
よ
り
も
、
政
府
の
急
速
な
中
央
集
権
化
政

策
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
肝
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
急
速
な
統
一
化
政
策
は
地
域
住
畏
と
の
矛
盾
を
強
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
地
域
社
会
と
の
矛
盾
を
め
ぐ
っ
て
、
政
府
内
部
で
抗
争
が
生
じ
、
そ
れ
が
明
治
六
年
の
政
変
を
生
み
だ
す

っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

明治初期佐賀地域の石代納状況

つ
の
要
国
と
も
な
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